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プ
ロ
ロ
ー
グ

　

さ
る
3
月
、
東
京
五
輪
組
織
委
員
会

に
お
け
る
女
性
蔑
視
発
言
が
内
外
の
批

判
を
呼
び
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題
が
も
う
一

度
外
気
に
さ
ら
さ
れ
た
。

　

そ
の
余
波
が
治
ま
ら
ぬ
う
ち
に
公
表

さ
れ
た
の
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
達
成

度
に
関
す
る
国
際
比
較
だ
っ
た
。
ジ
ェ

ン
ダ
ー
・
ギ
ャ
ッ
プ
指
数（
G
G
I
）の
比

較
が
そ
れ
で
あ
る
。
日
本
は
ス
コ
ア
0
・

6
5
2（
1
が
最
高
）で
1
5
6
カ
国
中

の
1
2
0
位
だ
っ
た（
世
界
経
済
フ
ォ
ー

ラ
ム
W
E
F
調
査
、
2
0
2
1
年
）。

　

本
稿
で
は
、こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
で
上
位
に
あ
る
欧
州

連
合（
E
U
）域
内
の
状
況
、
と
く
に
雇

用
・
賃
金
分
野
に
お
け
る
動
静
を
中
心

に
、
光
を
当
て
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

女
性
解
放
運
動
の

先
駆
者
た
ち

　

ま
ず
は
こ
の
機
会
に
、
近
代
史
に
お
け

る
女
性
解
放
運
動
の
先
駆
者
た
ち
に
思

い
を
馳
せ
て
み
よ
う
。
例
え
ば
次
の
2
人

で
あ
る
。

　

１
人
は
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ

ト（
1
7
5
9

−

1
7
9
7
）。英
国
で
始

ま
っ
た
産
業
革
命
の
時
代
、社
会
思
想
家
、

作
家
と
し
て
活
躍
し
た
人
物
だ
。
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
運
動
で
も
知
ら
れ
、
主
著
に『
女

性
の
権
利
の
擁
護
』な
ど
が
あ
る
。往
時
、

無
数
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
出
現
す

る
な
か
、
女
性
参
政
権
、
男
女
平
等
、
教

育
の
機
会
均
等
な
ど
を
力
強
く
論
じ
た

の
だ
っ
た
。

　

も
う
１
人
は
ク
ラ
ラ
・
ツ
ェ
ト
キ
ン

（
1
8
5
7

−

1
9
3
3
）で
あ
る
。
ド
イ

ツ
の
政
治
家
で
あ
り
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
。
当

時
興
隆
し
た
社
会
主
義
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
の
運
動
に
参
画
。
女
性
の
参
政
権

を
は
じ
め
女
性
解
放
運
動
に
献
身
、
後

に「
解
放
運
動
の
母
」と
も
称
さ
れ
た
。

　

彼
女
を
め
ぐ
っ
て
は
想
い
起
こ
す
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、1
9
0
4
年
3
月

8
日
、
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
参
政
権
を

持
た
ぬ
女
性
労
働
者
た
ち
が
、
労
働
条
件

改
善
を
要
求
し
て
果
敢
に
デ
モ
を
展
開

し
た
の
を
重
視
。
1
9
1
1
年
、
自
ら
主

導
し
た
国
際
社
会
主
義
婦
人
会
議
の
場

で
、
3
月
8
日
を
女
性
の
政
治
的
自
由
と

平
等
の
た
め
に
戦
う
記
念
日
と
す
る
よ

う
提
唱
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　

後
に
国
連
が
こ
の
日
を「
国
際
女
性

デ
ー
」に
制
定
し
た
の
は
1
9
7
5
年
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
降
こ
の
日
に
は
日

本
を
含
む
諸
国
で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を

求
め
て
多
彩
な
行
事
が
展
開
さ
れ
て
き

た
。
先
駆
者
た
ち
の
運
動
以
来
、
い
か
に

長
い
年
月
が
経
過
し
て
い
る
か
に
も
思

い
が
至
る
の
で
あ
る
。

　

職
場
に
あ
っ
て
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差

問
題
は
依
然
と
し
て
解
消
し
き
れ
て
い

な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。

職
場
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
の

動
静

　

欧
州
連
合（
E
U
）に
お
け
る
雇
用
分

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
イ
シ
ュ
ー
」
の
こ
と
ど
も

―
欧
州
の
賃
金
動
静
を
垣
間
見
る

金
属
労
協（
J
C
M
）顧
問   

小
島
正
剛
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野
、
職
場
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
に
関
す
る

統
計
で
、
最
近
注
目
さ
れ
た
の
は
、
統
計

局
ユ
ー
ロ
ス
タ
ッ
ト
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

E
U
加
盟
27
カ
国
の
男
女
の
賃
金
格
差

を
平
均
14
・
1
％
と
公
表
し
た
の
で
あ
る

（
2
0
2
0
年
）。
前
年
の
14
・
5
％
か
ら

は
0
・
4
ポ
イ
ン
ト
の
縮
小
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
を
踏
ま
え
欧
州
委
員
会
は
、
女
性

が
同
一
価
値
労
働
に
あ
っ
て
男
性
と
同
等

の
賃
金
を
稼
得
す
る
に
は
51
日
も
多
く

の
労
働
を
強
い
ら
れ
て
い
る
と
し
、
さ
ら

な
る
格
差
是
正
が
重
要
課
題
と
指
摘
し

た
の
で
あ
っ
た（
後
述
）。

■
ド
イ
ツ
の
動
静
を
例
に

　

そ
こ
で
具
体
的
に
、か
の
ク
ラ
ラ
・ツ
ェ

ト
キ
ン
の
母
国
ド
イ
ツ
の
状
況
に
目
を
向

け
て
み
よ
う
。
こ
の
国
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・

ギ
ャ
ッ
プ
指
数（
G
G
I
）は
0
・
7
8
7

で
、
世
界
の
10
位
に
あ
る
。

　

ベ
ル
リ
ン
在
住
の
友
人
が
送
っ
て
く

れ
た
賃
金
情
報
は
、
し
か
し
、
ド
イ
ツ
の

意
外
な
一
面
を
示
し
て
い
た
。
男
女
の

賃
金
格
差
は
欧
州
平
均（
14
・
1
％
）を
上

回
る
21
％
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
27
カ
国

中
の
20
位
以
下
だ
と

も
い
う
。
ち
な
み
に
、

旧
東
ド
イ
ツ
側
で
は

７
％
だ
と
も（
後
述
）。

E
U
議
会
で「
同
一

賃
金
法
」が
可
決
・
施

行
さ
れ
て
す
で
に
40

年
ほ
ど
が
経
つ
が
、

加
盟
国
レ
ベ
ル
で
は

同
一
労
働
に
あ
っ
て

も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差

は
い
ま
だ
存
在
す
る

と
し
て
い
た
。

　

さ
ら
に
具
体
的

に
、
ド
イ
ツ
金
属
産

業
に
お
け
る
男
女
賃

金
格
差
を
示
す
統
計

の
一
端
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
男

性
は
自
動
車
産
業
、
女
性
は
電
機
産
業

（
家
電
）で
、両
者
同
一
価
値
労
働
で
就
業

す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
職
種
の
評
価
要

素
は
、
問
題
解
決
能
力
、
技
能
度
、
学
歴

（
職
業
教
育
）、
肉
体
的
負
荷
、
製
品
・
設

備
へ
の
責
任
度
、
身
体
・
安
全
面
で
の
危

険
度
で
同
等
で
あ
る
。
こ
の
場
合
男
性

の
月
間
基
準
賃
金
は
4
3
8
1
ユ
ー
ロ

（
約
57
万
円
）、
女
性
は
3
5
1
6
ユ
ー

ロ（
約
45
万
7
0
0
0
円
）で
、そ
の
差
は

8
6
5
ユ
ー
ロ（
約
11
万
2
5
0
0
円
）

で
あ
る
。
比
率
で
は
19
・
7
％
と
な
る（
欧

州
労
連
E
T
U
C
調
査
、
2
0
2
1
年

2
月
）。

　

こ
う
し
た
賃
金
の
男
女
格
差
に
つ
い
て

は
、
ド
イ
ツ
の
場
合
に
も
そ
れ
な
り
の
経

緯
が
あ
っ
た
、
と
は
く
だ
ん
の
友
人
の
指

摘
で
あ
る
。

　

例
え
ば
そ
の
歴
史
的
な
経
緯
だ
が
、
ド

イ
ツ
が
東
西
に
分
裂
し
た
1
9
4
9
年
、

旧
西
ド
イ
ツ
で
制
定
さ
れ
た「
ド
イ
ツ
基

本
法
」は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
う
た
っ
た
。

が
、
当
時
は
多
く
の
分
野
で
19
世
紀
末
か

ら
の
旧
来
法
が
そ
の
ま
ま
施
行
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。
そ
の
一
つ
1
8
9
6
年「
民

法
」に
は
、
い
わ
ば
家
父
長
制
の
思
想
が

根
底
に
あ
り
、男
性
が
大
き
な
権
限
を
持
っ

て
い
た
。
そ
の
後
、
民
主
社
会
の
到
来
で

法
改
正
も
成
り
女
性
の
権
利
は
拡
張
さ

れ
た
の
だ
が
、
そ
の
1
9
7
7
年
ま
で
は

権
利
は
限
定
的
で
あ
っ
た
。

　

一
方
、
旧
東
ド
イ
ツ
で
も
同
じ
1

 
9
 
4
 

9
年
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国「
憲
法
」で

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
制
定
し
て
い
る
。
友

人
に
よ
れ
ば
、
旧
西
ド
イ
ツ
と
異
な
っ
た

の
は
、
平
等
に
反
す
る
旧
来
法
や
規
制
が

同
時
に
廃
止
さ
れ
た
点
に
あ
る
と
い
う
。

　

計
画
経
済
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は

女
性
の
就
労
も
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
に

は
保
育
所
が
充
実
し
、
女
性
の
自
由
を
支

え
る
法
や
イ
ン
フ
ラ
が
整
備
さ
れ
て
い
っ

た
。
1
9
6
6
年「
家
族
法
」
が
男
女
と

も
に
家
事
と
育
児
と
を
分
担
す
る
責
任

を
定
め
た
の
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
。
ベ

ル
リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
た
1
9
8
9
年
時

点
で
は
、
現
役
世
代
の
女
性
の
実
に
91
％

が
就
労
し
て
い
た
と
い
う（
旧
西
ド
イ
ツ

で
は
51
％
）。
た
だ
、
国
営
企
業
に
お
け
る

中
間
管
理
職
な
ど
職
制
全
体
で
は
、
女
性

比
率
は
約
30
％
程
度
で
あ
っ
た
と
か
。

　

そ
し
て
東
西
ド
イ
ツ
の
統
一
が
な
っ
て
、

ほ
ぼ
30
年
を
経
た
今
日
、
西
側
を
追
っ
て

東
側
の
悩
む
経
済
・
賃
金
格
差
は
依
然
解

消
し
き
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
東
側
出

身
の
女
性
の
多
く
が
自
立
精
神
を
強
く

持
ち
、
男
性
に
依
存
し
な
い
生
活
の
習
い

が
あ
る
と
い
う
。
女
性
の
社
会
進
出
と
い

う
点
で
は
む
し
ろ
東
側
の
状
況
に
収
斂

し
て
い
く
形
で
ド
イ
ツ
全
体
と
し
て
変
容

し
つ
つ
あ
る
よ
う
だ
、
と
は
友
人
の
指
摘

だ
っ
た
。

英国女性労組連合のデモ、1910年代（TUC『写真で見るTUC100年史』1968年刊より）
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■
男
女
賃
金
格
差
の
是
正
へ

　

近
年
ド
イ
ツ
政
府
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
問
題

を
企
業
の
自
主
性
に
ま
か
せ
つ
つ
、
法
整

備
を
始
め
職
務
評
価
リ
ス
ト
を
提
供
し

て
協
力
し
、
ま
た
女
性
の
経
済
的
自
立
を

助
成
す
べ
く
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー
の

ド
イ
ツ
労
働
総
同
盟（
D
G
B
）と
政
労

共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち
上
げ
も
し
た
。

　

そ
し
て
去
る
1
月
21
日
に
は
、
ド
イ
ツ

連
邦
裁
判
所
が「
男
女
均
等
処
遇
に
関
す

る
裁
定
」を
発
出
し
て
注
目
さ
れ
た
と
こ

ろ
だ
。
労
組
も
強
く
支
持
し
た「
賃
金
透

明
化
法
」が
施
行
さ
れ
て
す
で
に
4
年
が

経
過
し
た
い
ま
、
重
要
な
動
き
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
今
後
、
同
一
価
値
労
働
に

あ
っ
て
男
性
と
の
賃
金
格
差
が
証
明
さ

れ
れ
ば
、
経
営
者
は
し
か
る
べ
き
是
正
を

迫
ら
れ
る
。
当
該
経
営
者
は
反
論
し
う
る

が
、
賃
金
格
差
の
正
当
か
つ
客
観
的
理
由

を
も
っ
て
根
拠
を
証
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

職
場
で
は
、
事
業
所
別
従
業
員
代
表
委
員

会（
ベ
ト
リ
ー
プ
ス
ラ
ー
ト
）が
対
応
し

て
い
る
。

注
目
の

「
賃
金
透
明
化
指
令
」
案

　

こ
う
し
た
動
静
を
踏
ま
え
て
か
、
さ
る

3
月
4
日
、
欧
州
委
員
会
は
、「
欧
州
社
会

権
の
柱
」（
後
述
）推
進
の
一
環
と
し
て
、「
賃

金
の
透
明
性
を
強
化
す
る
た
め
の
指
令
」

案
を
公
表
し
た
。
雇
用
現
場
の
賃
金
格
差

の
可
視
化
や
、
格
差
が
証
明
さ
れ
た
場
合

の
格
差
補
填
を
請
求
す
る
権
利
な
ど
が

書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　

そ
の
背
景
に
は
、
す
で
に
2
0
0
6
年

に「
男
女
雇
用
機
会
・
処
遇
均
等
の
原
則

に
関
す
る
指
令
」が
施
行
さ
れ
て
い
る
も

の
の
、
加
盟
国
の
執
行
は
い
ま
だ
不
十
分

な
状
況（
既
述
の
賃
金
格
差
14
・
1
％
な

ど
）が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
賃
金
の
透
明

性
欠
如
が
要
因
と
す
る
有
力
な
労
組
側

の
指
摘
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
指
令
案
が
規
定
す
る
透
明
性
強

化
策
と
し
て
は
、
経
営
者
に
自
社
の
男
女

賃
金
格
差
、
賃
金
水
準
ご
と
の
男
女
比
率

等
々
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
な
ど
で
毎
年
公
表

す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る（
対

象
は
従
業
員
2
5
0
人
以
上
の
企
業
）。

　

ま
た
同
一
労
働
に
あ
っ
て
男
女
賃
金
格

差
が
５
％
以
上
あ
る
場
合
、
経
営
者
が
そ

の
正
当
性
を
客
観
的
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
中
立

の
事
由
に
よ
っ
て
正
当
化
し
え
な
い
場
合

に
は
、
共
同
賃
金
ア
セ
ス
メ
ン
ト（
査
定
）

を
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
正
当
化
不
能
の
時
は

格
差
を
是
正
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。　

　

一
方
、
労
働
者
が
賃
金
差
別
さ
れ
た
場

合
、
司
法
へ
の
損
害
賠
償
請
求
手
続
き
を

よ
り
容
易
に
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
際
の

裁
判
費
用
を
含
む
経
営
者
の
責
任
が
規

定
さ
れ
て
い
る
。
E
U
加
盟
国
は
、
こ
う

し
た
司
法
へ
の
ア
ク
セ
ス
改
善
を
含
む
国

内
法
整
備
が
求
め
ら
れ
、
抑
止
効
果
が
期

待
で
き
る
範
囲
で
の
罰
金
の
最
低
額
を

も
設
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
指
令
案
は
、今
後
E
U
理
事
会（
閣

僚
理
事
会
）、
そ
し
て
欧
州
議
会
で
審
議

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
採
択
さ
れ
る
と

2
年
以
内
に
各
加
盟
国
で
国
内
法
が
整

備
・
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
指
令
案
成
立
の
背
景
に
は
、
2
 
0
 

1
9
年
に
欧
州
労
連（
E
T
U
C
）が
採

択
し
た「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
賃
金
透
明
化
」決

議
が
あ
り
、
各
国
加
盟
労
組
の
注
力
が

あ
っ
た
。
そ
れ
は
格
差
是
正
に
取
り
組
む

E
T
U
C
が
、ソ
ー
シ
ャ
ル・
ダ
イ
ア
ロ
ー

グ（
社
会
的
対
話
）の
場
で
の
強
い
ポ
ジ

シ
ョ
ン
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ（
社
会
的
欧

州
）を
主
唱
・
推
進
す
る
E
T
U
C
は
、

賃
金
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
含
め
、
現
行

「
欧
州
社
会
権
の
柱
」
の
強
化
策
・
執
行

上
の
優
先
事
項
を
決
定
し
て
お
り
、
今

後
取
り
組
み
を
さ
ら
に
推
進
す
る
構
え

で
あ
る
。

「
欧
州
社
会
権
の
柱
」執
行

の
意
義

　

こ
こ
で
、「
欧
州
社
会
権
の
柱
」
に
つ

い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
の
法
源
に

は
1
9
6
1
年
採
択
の「
欧
州
社
会
権
憲

章
」が
あ
る
。
こ
の
憲
章
は
従
前
の
社
会

権
保
障
を
補
充
し
、
と
り
わ
け
労
働
権
と

社
会
保
障
の
権
利
を
詳
述
し
た
も
の
だ

（
そ
の
後
、
1
9
9
1
年
に
改
定
）。

　

そ
れ
を
踏
ま
え
て
2
0
1
7
年
、
ス
ウ 

ェ
ー
デ
ン
・
ヨ
ー
テ
ボ
リ
で
開
催
の
欧
州

社
会
サ
ミ
ッ
ト
で
採
択
さ
れ
た
の
が「
欧

州
社
会
権
の
柱
」（
以
下
、「
柱
」）で
あ
る
。

こ
の
社
会
サ
ミ
ッ
ト
の
テ
ー
マ
は「
公
正

な
職
業
と
成
長
の
た
め
に
」で
あ
っ
た
。

　
「
柱
」は
３
分
野
か
ら
な
り
、そ
の
も
と

に
合
計
20
の
原
則
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
3
分
野
と
は
、
①「
機
会
均
等

と
労
働
市
場
へ
の
平
等
な
ア
ク
セ
ス
」（
そ

の
も
と
に
男
女
平
等
、
機
会
均
等
な
ど
4

原
則
）、②「
公
正
な
労
働
条
件
」（
安
定
雇

用
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ
ラ
ン
ス
な
ど
6
原

則
）、
③「
社
会
的
保
護
と
包
摂
」（
保
育

と
こ
ど
も
支
援
、
最
低
所
得
、
社
会
的
保

護
な
ど
10
原
則
）で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
合
計
20
の
原
則
の
う
ち
、
12
分

野
で
複
数
の
指
標
を
社
会
的
ス
コ
ア
ボ
ー

ド
に
示
し
、
加
盟
諸
国
に
お
け
る
進
捗
状

況
を
モ
ニ
タ
ー
す
る
。
そ
の
結
果
は
ユ
ー

ロ
ピ
ア
ン
・
セ
メ
ス
タ
ー
に
算
入
さ
れ
る

仕
組
み
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、「
柱
」が
す
べ
て
の
加
盟

国
で
均
質
に
執
行
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
よ
う
に
か
え
っ

て
福
祉
水
準
が
低
下
す
る
と
の
懸
念
を

示
し
、
方
向
性
は
変
え
ず
に
先
進
路
線
を

と
る
国
も
あ
れ
ば
、
2
0
0
4
年
以
降
に

E
U
加
盟
を
果
た
し
た
旧
東
欧
13
カ
国

で
は
部
分
的
に
執
行
が
遅
れ
る
ケ
ー
ス
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「ジェンダー・イシュー」のことども
　―欧州の賃金動静を垣間見る

も
な
し
と
し
な
い
。

　

多
様
な
ハ
ー
ド
ル
を
乗
り
越
え
な
が
ら
、

E
U
は
、
加
盟
国
が「
柱
」に
設
定
の
水

準
を
目
指
し
て
収
斂
し
て
い
く
方
向
性

を
示
し
て
い
る
。
い
わ
ず
も
が
な
地
域
大

の
高
位
平
準
化
で
あ
る
。

　

併
せ
て
こ
こ
で
は
、
昨
年
後
半
、
欧
州

委
員
会
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
を
問
わ
ず
拡
大

す
る
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
を
根
絶
す
べ
く
、

新
た
に
適
正
な
最
低
賃
金
導
入
の
指
令

案
を
公
表
し
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
き

た
い
。　

エ
ピ
ロ
ー
グ

　

欧
州
域
内
に
お
け
る
雇
用
関
係
・
職
場

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
動
静
の
一
端
を
、
賃

金
中
心
に
垣
間
見
た
。
だ
が
、
平
等
を
求

め
る
労
働
組
合
団
体
や
こ
れ
に
対
峙
す

る
経
営
者
団
体
自
体
に
お
け
る
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
に
は
触
れ
て
い
な
い
。そ
こ
で
、

締
め
く
く
り
に
、
北
欧
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の

ケ
ー
ス
を
例
に
あ
げ
て
み
よ
う
。
G
G
I

が
0
・
8
3
2
で
世
界
3
位
の
国
で
あ
る
。

　

ま
ず
経
営
者
団
体
で
あ
る
が
、
信
頼
す

べ
き
調
査
報
告
に
よ
る
と
、
役
員
層
に
占

め
る
女
性
の
比
率
は
、
徐
々
に
拡
大
し
た

も
の
の
、
そ
の
ペ
ー
ス
は
緩
や
か
だ
っ
た

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
2
0
1
7
年

以
降
、
経
営
10
団
体
の
役
員
合
計
1
7
4

人
の
う
ち
女
性
は
44
人
で
、
5
人
の
増
加

に
と
ど
ま
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
役
員

層
の
女
性
比
率
は
25
％
で
あ
る
。

　

た
だ
、
本
年
初
頭
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
最

大
の
経
営
者
団
体
の
会
長
に
は
女
性
が

選
出
さ
れ
て
、
変
化
が
現
れ
始
め
た
と
も

し
て
い
る（
Y
i
e
調
査
、2
0
2
1
年
）。

■
組
合
役
員
は
男
女
均
等

　

こ
れ
に
対
し
、
労
働
組
合
団
体
で
は
、

お
し
な
べ
て
役
員
構
成
の
男
女
比
率
は

ほ
ぼ
均
等
で
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
を
達
成

し
た
状
況
に
あ

る
。（
同
調
査
、2
 

0
2
1
年
）

　

例
外
的
に
、
男

女
比
率
が
異
な
る

場
合
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
当
該
組
合

員
構
成
の
男
女
比

率
が
影
響
す
る
た

め
だ
と
い
う
。
た

と
え
ば
女
性
従

業
員
が
過
半
数
の

サ
ー
ビ
ス
業
部
門

の
組
合
P
A
M
で

は
、
執
行
部
16
人

中
10
人
が
女
性
、

6
人
が
男
性
で
あ

る
し
、
女
性
組
合

員
が
圧
倒
的
に
多

い
看
護
師
労
組
で

は
執
行
部
15
人
中

14
人
ま
で
が
女
性
で
、
男
性
は
1
人
で
あ

る
。
こ
れ
も
ま
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
の
も

う
一
つ
の
姿
な
の
で
あ
る
か
。
あ
る
い
は

も
は
や
数
合
わ
せ
は
無
用
と
い
う
の
で
あ

ろ
う
か
。
少
数
派
男
性
か
ら
の
苦
情
は
出

て
い
な
い
の
だ
と
い
う
。

　

こ
の
状
況
が
人
類
解
放
思
想
の
到
達

点
な
ど
と
は
言
わ
ぬ
が
、
職
場
に
あ
っ
て

は
性
別
を
超
え
た
人
権
を
ベ
ー
ス
に
、
自

由
で
民
主
的
な
人
間
と
し
て
の
あ
り
様

の
一
端
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
。

　

欧
州
で
も
長
い
歴
史
を
経
て
き
た
ジ
ェ

ン
ダ
ー
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
一
部
国

情
に
よ
っ
て
は
さ
ら
な
る
法
や
条
件
整
備

を
必
要
と
し
よ
う
が
、
人
権
重
視
の
多
く

の
E
U
加
盟
国
に
あ
っ
て
は
、
職
場
で
目

指
す
ゴ
ー
ル
は
ほ
ど
近
い
よ
う
に
も
見
え

よ
う
。

　

ベ
ル
リ
ン
の
友
は
、
こ
れ
に
ど
う
コ
メ

ン
ト
す
る
だ
ろ
う
。（
了
）

（
備
考
）
コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
で
の
ジ
ェ
ン

ダ
ー
問
題
は
、
本
誌
前
号
に
特
集
が
あ
る

の
で
、
重
複
を
避
け
た
。

（
2
0
2
1
年
5
月
10
日
記
）
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